






ɹ在学中に日本学生支援機構から奨

学金を借りて2018年3月に奨学金の

貸与が終了した皆さんは、2018年10

月29日 ㈪より奨学金の返還がはじま

ります。再度、在学中に登録した引落

口座（リレー口座）に残高があるかご

確認ください。残高不足で引落口座か

ら引き落としされず、返還が滞ると、

個人信用情報機関に登録（ブラックリ

スト）され、クレジットカードが使え

なくなったり、住宅ローン等が組めな

くなるなど、ご自身の今後の人生に多

大な影響を及ぼします。さらに返還が

終了してからも5年経過するまで登録

された情報は消えません。

ɹなお、日本学生支援機構から8月中

旬に口座振替（リレー口座）加入通知

が登録住所に郵送されています。特に

一人暮らしの方は、見落としがないか

郵便物をしっかりと確認しましょう。

ɹまた、登録住所から現在住所が変

わっている方は、至急変更手続きを

行ってください。

ɹ返還が厳しい場合や返還に関す

る疑問や相談については、日本学生

支援機構の「奨学金返還相談セン

ター」にお問合せください。皆さん

の現在の状況に合わせて、減額返還

や返還期限猶予制度が使えます。

ɹ振替口座の変更に必要な「リレー

口座加入申込書」の請求もできま

す。電話1本で、回避できる問題が

たくさんあります!


